
 

   

第十一回安達地方仮設焼却施設運営協議会 
議事要旨 

 

日  時 令和３年 11月19日（金）18：30～19：10 

場  所 二本松市東和文化センター 研修室 

出 席 者 委 員 

◎：会長 

○：副会長 

二本松市 ◎NPO法人 ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 

 前理事長                武藤 一夫 

○ＪＡふくしま未来理事          石川 重彦 

・針道代表区長              佐藤 辰男 

・木幡代表区長              渡辺 正栄 

・太田代表区長              土屋 宏二 

・戸沢代表区長              大内 信昭 

・東和小学校ＰＴＡ会長          佐久間 啓介 

・東和中学校ＰＴＡ会長          村松 香里 

・とうわこども園保護者会会長       竹山 統和 

・安達減容化事業地権者会会長       五十嵐 伝一 

二本松市役所 ・市民部長                佐藤 吉浩 

・東和支所長               佐藤 正弘 

福島県 ・生活環境部 一般廃棄物課長       三浦 健生 

・農林水産部 環境保全農業課長      佐藤 睦人 

安達地方広域 

行政組合 

・事務局長                早川 東 

環境省  

福島地方環境 

事務所 

・環境再生・廃棄物対策部 廃棄物対策課長 彦坂 早紀 

・環境再生・廃棄物対策部 廃棄物対策課  

 廃棄物処理施設運営管理室長       西山 卓也 

事務局 環境省 福島地方環境事務所 

安達地方広域行政組合 

事業者 日立造船・大林組特定共同企業体 

議事要旨 〇事務局より、第十回運営協議会で確認された内容について説明した。 

〇事業者及び事務局より、安達地方仮設焼却施設の運営状況及び施設解体の期間変更について

説明した。 

〇事務局より、「安達地方減容化事業だより№13（案）」を説明した。 

〇質疑応答により、以下の点が確認された。 

・解体完了時期を、令和５年３月31日まで２ヶ月延長する。 

・施設解体期間が当初 14ヶ月から 12ヶ月に変更となるが、一部造成地を存置する方向で２ヶ

月の短縮が図られ、作業はタイトにならない工程で検討している。 

・廃棄物処理が進み、道路白線等の傷み箇所の補修について要望があった。 

・次回の運営協議会は、事業の進捗状況を踏まえて事務局から日程等連絡する。 


